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日
田
川
開
き
観
光
祭

第
76
回

　
５
月
20
日
㈯
・
21
日
㈰
の
２
日
間
、筑
後
川

水
系
の
鮎
漁
解
禁
と
鵜
飼
シ
ー
ズ
ン
の
幕
開
け

に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る「
第
76
回
日
田
川
開
き

観
光
祭
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　晴天に恵まれた２日間で祭りには、計12万4,000
人が訪れました。多くの人々が日田の街に繰り出し、
コロナ禍前と変わらない人との触れ合いや笑顔あふ
れる光景が戻りました。
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どんたく
カーニバル

　21日に開催された「水郷日田どんたくカーニバル」。パレード隊による華麗な演奏や元気いっ
ぱいの演技で花を添えたあと、市内外から駆け付けた芸能隊総勢15団体のダンスや演奏の
パフォーマンスが行われました。沿道には多くの観客が詰め寄せ、熱気にあふれていました。
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三隈中学校 大山中学校 日隈小学校

高瀬小学校 石井小学校 三和小学校

三芳小学校

桂林小学校 若宮小学校 光岡小学校

咸宜小学校

朝日小学校

大山小学校 有田小学校大明小学校
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　20日に開催された「音楽大パレード」には、市内の小・中学生、高校生総勢
約1,300人が参加しました。各学校ごとに咸宜小学校を出発し、竹田公園まで
を行進。鼓笛隊や吹奏楽部の息の合った演奏に、沿道から拍手が送られました。

音楽大パレード音楽大パレード
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●�第１０回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース（第８回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム）及び前日
イベントを開催します

問スポーツ振興課スポーツ振興係☎㉒８４４２（市役所別館２階）

【�第１０回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース（第８回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム）】
▶とき　
　９月３日㈰　開会式 午前８時から
▶参加費　
・一般　６，５００円　・中・高校生　３，０００円　
※保険料・記念品代を含みます。

ボランティアの募集
　大会のスポーツボランティアを募集します。当日、スタッフの一員として大会運営に参加しませんか。
■内容　受付、走路監察員など
※ 申込方法等の詳細は、市ホームページ（右記二次元コード）をご確認ください。
※大会前に説明会を行います。

　大山町中川原交差点から前津江町地域活性化センターまでの区間13.2km（平均斜度5.2％）の登り坂を、競技用自転車
（ロードバイク等）で一気に駆け上がるヒルクライムレース大会を開催します。また、１０周年記念大会となる今年は、前日イベン
トとして耐久レースを実施。初心者・経験者問わず、大会を盛り上げてくれる人、是非ご参加ください！

【第１０回記念大会前日イベント「奥日田エンデューロ（耐久レース）」】
▶とき　
　９月２日㈯　開会式 午前10時20分から（予定）
▶ところ　田来原美しい森づくり公園　特設コース
▶種目　２時間エンデューロ（耐久レース）
▶参加費　
・ソロ　　2,00０円
・チーム　1人2,000円×人数分
※１チーム2～５人。　
※保険料・記念品代を含みます。
▶定員　
・ソロ　３０人
・チーム　３０組

【申込みについて】
　「第１０回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース（第
８回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム）」及び「奥日田エ
ンデューロ」の申込みは、大会公式サイト（下記
二次元コード）の各エントリーページからお申し
込みください。

▶申込期間
　6月１９日㈪～７月7日㈮

※ 大会情報に変更がある際は、大会公式サイト
でお知らせします。
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問こども家庭相談室こども家庭相談係☎㉒８２９２（市役所１階）

●子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
低所得の子育て世帯に対する

　食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、「子育て世帯生活支援特別給付金」の申請を受け付けています。

▶支給対象者　
【ひとり親世帯分】
　次のいずれかに該当する人
① 令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている人

（５月29日支給済み）
② 公的年金等を受給していることによって、令和５年３月

分の児童扶養手当の支給を受けていない人（要申請）
③ 令和５年３月分の児童扶養手当は受給していないが、

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準
となっている人（要申請）

【ひとり親以外の子育て世帯分】
　次のいずれかに該当する人
① 令和４年度「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給

を受けた人（５月30日支給済み）
② 平成17年４月２日から令和６年２月29日までに出生し

た児童を養育している人で、令和５年度の住民税均等
割が非課税の人（要申請）

問商工労政課商業・消費生活係☎㉒８２３９（市役所３階）

③ 平成17年４月２日から令和６年２月29日までに出生し
た児童を養育している人で、食費等の物価高騰の影響
を受けて令和５年１月以降の家計が急変するなど、住
民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認
められる人（要申請）

※ 既にひとり親世帯分の支給を受けている人は対象外です。
▶給付額　児童一人当たり５万円
▶申請方法　申請用紙に記入し、下記に提出
※ 申請用紙は市ホームページ（下記二次元コード）からダ

ウンロード又は下記で直接受け取るか、電話受付後に
送付することもできます。

▶申請場所　こども家庭相談室（市役所１階）、各振興局
▶申請期限　令和６年２月29日㈭
※詳細は下記にお問い合わせください。

▶補助対象経費
　�店舗部分の改装工事に要する経費（自ら工事を行う場

合は、工事に要する原材料費）
※ 備品購入・設置費等の経費は除きます。
▶補助率　補助対象経費の２分の１以内
▶補助限度額
・ 日田市都市計画用途区域のうち、商業地域及び近隣

商業地域…上限１００万円
・上記以外の区域…上限50万円
※ 区域については、下記にお問い合わせください。
▶事業実施期間
　交付決定日～令和６年３月31日　
※ 交付決定日以前に着工した場合は申請できません。
▶応募方法
　 市ホームページ（上記二次元コード）からダウンロード

又は下記に備付けの各種様式に記入の上、下記に持参
▶２次募集期限　７月26日㈬
※８月中旬に審査委員会を行います。

　空き店舗や空き家などの既存資源を有効活用し、創業や事業拡大などを行う人に対し、改装費用の一部を支援する「空き
店舗等活用事業」の募集を行います。事業の採択は審査委員会で決定します。必ず、申請前にご相談ください。

●空き店舗や空き家などを使って創業や事業を拡大する人を支援します
空き店舗等活用事業の２次募集

▶補助対象者　次の要件を全て満たす人
・ 事業開始日までに市内に住所及び事業所を有する個

人若しくは市内に本社・本店又は主たる事業所を有す
る法人

・市税を完納している人
・  補助金の交付から5年以上、市内で事業を継続する意

志がある人
・ 商工会議所、商工会、商店街その他商工団体関係者

と協調して、地域の活性化と商業の振興に取り組む意
志がある人

※ 過去に「まちなかリノベーション推進事業」で、助成を受
けたことがある場合は対象外です。

▶補助対象事業　
　�小売業、飲食業、生活関連サービス業、サービス業（ほ

かに分類されない事業）　等
※ 対象外となる事業もありますので、事前に下記にお問い

合わせください。

ひとり親
世帯向け▶

ひとり親以外の
子育て

世帯向け▶
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消
費
生
活
相
談
員
資
格
試
験

日
田
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、消
費
生
活

相
談
員
が
、地
域
の
皆
さ
ん
の
消
費
生
活
に
関

す
る
様
々
な
相
談
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

「
消
費
生
活
相
談
員
資
格
」の
取
得
に
挑
戦
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

■
第
一
次
試
験
日

　
10
月
21
日
㈯

■
受
付
期
間（
当
日
消
印
有
効
）

　
６
月
19
日
㈪
～
７
月
31
日
㈪

■
資
料
等
請
求
及
び
問
合
せ
先

　（
独
）国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
３-

３
４
４
３-

７
８
５
５

※ 

受
験
要
項
は
、国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
右
記
二
次
元
コ
ー
ド
）か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
商
工
労
政
課
商
業
・
消
費
生
活
係

　
☎
㉒
８
２
３
９（
市
役
所
３
階
）

初
心
者
狩
猟
免
許
講
習
会

狩
猟
免
許
の
取
得
を
目
指
す
人
を
対
象
に
、大

分
県
猟
友
会
が
開
催
す
る
、初
心
者
狩
猟
講
習

会
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

■
講
習
日
・
会
場

①
わ
な
猟
　
７
月
９
日
㈰

　
大
分
県
教
育
会
館（
大
分
市
）

②
第
一・二
種
銃
猟
　
７
月
22
日
㈯
・
23
日
㈰

　
大
分
県
林
業
会
館
新
館（
大
分
市
）

③
わ
な
猟
　
７
月
29
日
㈯
　
ア
オ
ー
ゼ（
日
田
市
）

④
第
一・二
種
銃
猟
　
８
月
19
日
㈯
・
20
日
㈰

　 

大
分
県
林
業
会
館
新
館（
大
分
市
）

⑤
わ
な
猟
　
８
月
26
日
㈯

　
豊
後
高
田
市
役
所 

本
庁
舎
コ
ス
モ
ス
ホ
ー
ル

　（
豊
後
高
田
市
）

⑥
わ
な
猟
　
８
月
27
日
㈰
　
佐
伯
市
保
健
福
祉

　
総
合
セ
ン
タ
ー
和
楽（
佐
伯
市
）

⑦
わ
な
猟
　
９
月
２
日
㈯

　
神
楽
会
館（
豊
後
大
野
市
）

⑧
わ
な
猟
　
９
月
18
日
㈷

　
日
出
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
日
出
町
）

⑨
わ
な
猟
　
12
月
３
日
㈰

　
大
分
県
林
業
会
館
新
館（
大
分
市
）

■
受
講
料

　
わ
な
猟
　
８
０
０
０
円

　
第
一・二
種
銃
猟
　
１
万
２
０
０
０
円

　
わ
な
猟
＋
第
一・二
種
銃
猟
　
２
万
円

■
受
付
期
間

①
…
～
６
月
27
日
㈫

②
③
…
６
月
28
日
㈬
～
７
月
11
日
㈫

④
⑤
⑥
…
７
月
18
日
㈫
～
８
月
１
日
㈫

⑦
⑧
…
８
月
９
日
㈬
～
24
日
㈭

⑨
…
11
月
７
日
㈫
～
21
日
㈫

■
受
付
場
所
　
日
田
市
猟
友
会

問 

日
田
市
猟
友
会（
行
政
書
士
樋
口
政
信
事
務

所
内
）☎
㉔
６
５
９
８

　
林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

　
☎
㉒
８
２
１
２（
市
役
所
３
階
）

狩
猟
免
許
試
験（
新
規
）

新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
す
る
人
で
、西
部
振

興
局
管
内（
日
田
・
玖
珠
・
九
重
）に
住
所
を
有

す
る
人
が
対
象
で
す
。
書
面
に
よ
る
申
請
と
電

子
申
請
の
ど
ち
ら
か
で
申
請
が
で
き
ま
す
。

■
試
験
日

①
８
月
５
日
㈯
　
第
一
種
銃
猟

②
８
月
６
日
㈰
　
わ
な
猟

③
９
月
30
日
㈯
　
第
一・二
種
銃
猟

④
10
月
１
日
㈰
　
網
猟
・
わ
な
猟

⑤
12
月
16
日
㈯
　
わ
な
猟

■
会
場

①
②
⑤
…
大
分
県
日
田
総
合
庁
舎

③
④
…
大
分
県
庁
舎
本
館
　
正
庁
ホ
ー
ル

■
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
受
験
手
数
料
　
無
料

■
受
付
期
間

書
面
の
場
合

①
②
…
７
月
14
日
㈮
～
25
日
㈫

③
④
…
９
月
11
日
㈪
～
20
日
㈬

⑤
…
11
月
22
日
㈬
～
12
月
５
日
㈫

※ 

証
明
写
真
、医
師
の
診
断
書
又
は
銃
所
持
許

可
証
の
写
し
、返
信
用
封
筒（
切
手
を
貼
っ

た
も
の
）、住
民
票（
個
人
番
号
の
記
載
さ
れ

て
い
な
い
も
の
）又
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
住
所
記
載
面
の
写
し
が
必
要
で
す
。

電
子
申
請
の
場
合

①
②
…
７
月
１
日
㈯
～
18
日
㈫

③
④
…
８
月
28
日
㈪
～
９
月
13
日
㈬

⑤
…
11
月
８
日
㈬
～
26
日
㈰

※ 

添
付
書
類
の
デ
ー
タ
添
付
及
び
試
験
当
日
の

原
本
提
出
等
が
必
要
で
す
。
電
子
申
請
の
詳

細
は
、左
記
二
次
元
コ
ー
ド
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
西
部
振
興
局
森
林
管
理
班

　
☎
㉒
２
５
８
５

　
林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

　
☎
㉒
８
２
１
２（
市
役
所
３
階
）

●「
放
送
大
学
」入
学
生
募
集

放
送
大
学
は
、テ
レ
ビ
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

現
在
、10
月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

□
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

　
８
月
６
日
㈰
・
20
日
㈰
・
９
月
３
日
㈰

□
出
願
期
限

・
第
１
回
　
８
月
31
日
㈭

・
第
２
回
　
９
月
12
日
㈫

※ 

詳
細
は
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
左
記

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
放
送
大
学
大
分
学
習
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
７
７
‐
６
７
‐
１
１
９
１

●
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

所
有
者
不
明
土
地
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、不

動
産
登
記
法
が
一
部
改
正
さ
れ
、令
和
６
年
４

月
１
日
か
ら
相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

Information�6.15 次回の広報ひた７月１日号は、６月30日㈮に発送します。

ま
す
。
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、そ
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記

の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問�

大
分
地
方
法
務
局
登
記
部
門

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
３
３
４
２

●
行
政
書
士
無
料
相
談
会（
要
予
約
）

遺
言
や
遺
産
相
続
、契
約
書
・
内
容
証
明
作
成
、

法
人
設
立
、不
動
産
関
連
の
行
政
手
続
、建
設

業
等
の
許
認
可
申
請
、自
動
車
登
録
、そ
の
他

生
活
の
お
困
り
ご
と
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

□
と
き
　
７
月
19
日
㈬
　

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

□
と
こ
ろ

　
Ｊ
：
Ｃ
О
М
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分（
大
分
市
）

問
大
分
県
行
政
書
士
会
事
務
局

　
☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
７
０
８
９

　
℻
０
９
７
‐
５
３
５
‐
０
６
２
２

●「
も
の
づ
く
り
の
歴
史
」調
査
協
力
の
お
願
い

現
在
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
日
田
の
産
業
史
を

調
査
し
、守
り
伝
え
て
い
く
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。そ
こ
で
、漆
工
品
や
陶
器
、養
蚕
な
ど
農

業
や
工
業
を
含
め
た
各
種
文
化
財
品
や
資
料
を

お
持
ち
の
人
は
、情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

調
査
結
果
は
、令
和
６
年
３
月
末
に
開
催
予
定

の「
日
田
産
業
史
展
」等
で
報
告
し
ま
す
。

□
第
１
回
締
切
日
　
８
月
31
日
㈭

問（
一
社
）日
田
懸
産
業
振
興
会

　
☎
０
5
０
‐
１
０
４
８
‐
７
７
５
７

　（
代
表 

エ
リ
ア
ス
）

●
日
田
市
長
選
挙
　
公
開
討
論
会

日
田
市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者
を
お
迎
え
し
、

地
域
に
対
す
る
考
え
方
や
未
来
像
に
つ
い
て
の

お
話
を
し
て
も
ら
い
ま
す（
手
話
通
訳
有
り
）。

□
と
き
　
６
月
24
日
㈯
　

　
午
後
６
時
か
ら（
開
場
は
午
後
５
時
30
分
）

□
と
こ
ろ
　
パ
ト
リ
ア
日
田
　
大
ホ
ー
ル

問（
一
社
）日
田
青
年
会
議
所
事
務
局

　
☎
㉔
７
１
５
０

タ
ウ
ン
情
報

試
験
・
講
習

くらしの情報市ホームページ（右記二次元コード）　https://www.city.hita.oita.jp/
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労
働
保
険
の
年
度
更
新

労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）は
、毎
年
、

年
度
更
新
手
続
期
間
中
に
前
年
度
の
保
険
料
の

確
定
精
算
を
行
う
と
と
も
に
、新
年
度
の
概
算

保
険
料
の
申
告
・
納
付
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。

■
年
度
更
新
手
続
期
限
　
７
月
10
日
㈪

問
大
分
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　
☎
０
９
７
‐
５
３
６
‐
７
０
９
５

　
日
田
労
働
基
準
監
督
署
☎
㉒
６
１
９
１

　
商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９（
市
役
所
３
階
）

第
73
回“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〟

日
田
地
区
推
進
大
会

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り
を
支
え
る

地
域
の
チ
カ
ラ
強
化
月
間
に
合
わ
せ
て
、日
田

地
区
推
進
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　

7
月
2
日
㈰
　
午
前
10
時
か
ら

■
と
こ
ろ
　
パ
ト
リ
ア
日
田
　
小
ホ
ー
ル

■
参
加
費
　
無
料

問
日
田
保
護
区
保
護
司
会
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
０
‐
２
７
２
２
‐
１
２
３
４

　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８（
ア
オ
ー
ゼ
１
階
）

よ
ろ
ず
建
築
相
談
会

住
宅
に
関
す
る
相
談（
耐
震
・
リ
フ
ォ
ー
ム
・

省
エ
ネ
な
ど
）に
つ
い
て
、建
築
士
が
専
門
的

な
立
場
か
ら
適
切
な
意
見
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

い
ま
す（
現
在
、紛
争
中
の
案
件
は
対
象
外
）。

■
と
き
　
７
月
９
日
㈰
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
と
こ
ろ
　
日
田
市
民
生
協
　
新
治
店

　（
新
治
町
４
６
３
番
地
）

町
名
表
示
板
、住
居
番
号
表
示
板
の

再
交
付
を
受
付

住
居
表
示
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
地
域（
住

所
が
○
番
○
号
で
表
示
さ
れ
て
い
る
地
域
）で

は
、玄
関
又
は
門
な
ど
建
物
の
入
口
付
近
に「
町

名
表
示
板
」「
住
居
番
号
表
示
板
」を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
表
示
板
の
剥
が
れ
や
文

字
が
読
み
に
く
い
場
合
は
、無
料
で
交
付
し
ま

す
の
で
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

　
☎
㉒
８
２
０
４（
市
役
所
１
階
）

日
田
市
中
小
企
業
融
資
制
度

（
夏
期
資
金
）

■ 

対
象

　 

市
内
中
小
企
業
者
で
、１
年
以
上
同
一
の
事

業
を
営
ん
で
い
る
人

■
融
資
額

　
50
万
円
以
上
４
０
０
万
円
以
内

■
保
証
人
　
原
則
、無
担
保
無
保
証
人

※ 

法
人
の
場
合
は
、代
表
者
を
連
帯
保
証
人
と

し
ま
す
。

■
利
率
　
1.7
％
（
変
動
有
り
）

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト
・
募
集

■
保
証
料
　
保
証
協
会
が
定
め
る
率

　（
年
０
・
41
％
～
１
・
86
％
）

※
市
が
保
証
料
を
全
額
補
助
し
ま
す
。

■
貸
付
期
間

　
７
月
3
日
㈪
～
11
月
30
日
㈭

■
返
済
方
法
　

　
期
日
一
括
返
済
又
は
月
賦
均
等
返
済

■
申
込
期
限
　
７
月
14
日
㈮

■
申
込
先

　
日
田
商
工
会
議
所
☎
㉒
３
１
８
４

　
日
田
地
区
商
工
会
☎
�
２
９
７
６

問
商
工
労
政
課
地
域
産
業
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
３
９（
市
役
所
３
階
）

6
月
23
～
29
日
は
男
女
共
同
参
画
週
間

世
界
共
通
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
）で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
17
の
目
標
の
う
ち
、「
⑤

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
し
よ
う
」を
知
っ
て

い
ま
す
か
。
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
と
女

性
活
躍
の
推
進
は
、日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界

共
通
の
課
題
で
す
。
私
た
ち
の
周
り
の
男
女
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、一
緒
に
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

■
令
和
５
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

　「 

無
く
そ
う
思
い
込
み
、守
ろ
う
個
性

　  

み
ん
な
で
つ
く
る
、み
ん
な
の
未
来
。」

問�

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
市
民
協
働
・
男
女
共
同

参
画
推
進
係
☎
㉒
７
５
１
５（
市
役
所
６
階
）

田島２丁目

６－１

▲ 町名・住居番号表示板（例）

■
参
加
費
　
無
料

※ 

図
面
・
写
真
・
契
約
書
な
ど
の
相
談
内
容
が

分
か
る
資
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■  

申
込
方
法

　 （
公
社
）大
分
県
建
築
士
会
日
田
支
部
に
電
話

又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
込
み

問� （
公
社
）大
分
県
建
築
士
会
日
田
支
部

　
☎
℻
㉔
６
０
２
２

　
建
築
住
宅
課
指
導
審
査
係

　
☎
㉒
８
２
２
６（
市
役
所
５
階
）

日
田
市
企
業
合
同
就
職
説
明
会

参
加
事
業
所
募
集

市
内
で
就
職
・
転
職
を
考
え
て
い
る
人
な
ど
を

対
象
に
開
催
す
る
、企
業
合
同
就
職
説
明
会
の

参
加
事
業
所
を
募
集
し
ま
す
。

■
と
き
　
９
月
23
日
㈷

①
午
前
の
部
　
午
前
10
時
～
正
午

②
午
後
の
部
　
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

※
各
社
、①
②
の
い
ず
れ
か
と
な
り
ま
す
。

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
7
階
　
中
・
大
会
議
室

■
募
集
数
　
40
社
程
度

※ 

応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
。
募
集
締
切
後
に

①
②
の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

■
申
込
期
限
　

6
月
30
日
㈮
　
午
後
5
時

※ 

申
込
書
等
の
詳
細
は
、日
田
商
工
会
議
所

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ（
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
日
田
サ
テ
ラ
イ
ト
　
　

　
☎
㉓
６
８
９
８
　

　
商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９（
市
役
所
３
階
）



日程を変更することがありますので、医療機関には事前に電話で確認してください。
又は市役所☎㉓３１１１、夜間・休日当番医案内☎㉓００９９（午後５時以降音声テープ対応）にお問い合わせください。

●医療機関には事前に電話で確認を！

■大分県こども救急電話相談
　☎０９７‐５０３‐８８２２又は＃８０００
■こどもの救急ホームページ
　社団法人日本小児科学会　http://kodomo-qq.jp

■�救急病院
　日田中央病院（淡窓２丁目）
　聖陵岩里病院（日ノ隈町）
　済生会日田病院（清水町）�
　一ノ宮脳神経外科病院（竹田新町）

☎㉓３１８１
☎㉒１６００
☎㉔１１００
☎㉔６２７０

問健康保険課保健医療係☎㉒８３７０（市役所3階）　大分県西部保健所☎㉓３１３３

　救急病院は、入院治療が必要な重病患者を対象とします。対象とならない人の受診によって、救急病院の業務に支障を
来しますので、気になる症状がある場合は、早めにかかりつけ医を受診し、夜間等に診察が必要になった場合は、上記の「当
番医」を受診しましょう。

救急病院

11　　広報ひた 2023.6.15

日 当番医 所在地 電話番号
１ 土 福田内科クリニック 大宮町 25-5188
２ 日 松浦クリニック 中央1丁目 24-4155
３ 月 日田石井町クリニック 大字石井 23-8123
４ 火 こじかこどもクリニック 清岸寺町 28-8771
５ 水 隈診療所 隈1丁目 22-0033
６ 木 日野内科 天神町 23-6009
７ 金 麻生小児科医院 淡窓2丁目 24-2323
８ 土 岩尾病院 淡窓2丁目 22-6161
９ 日 福田医院 清岸寺町 22-1648
10 月 新関内科医院 田島2丁目 24-3355
11 火 福田内科クリニック 大宮町 25-5188
12 水 下飛田小児科 中央1丁目 24-1148
13 木 膳所医院 本町 22-3292
14 金 松浦クリニック 中央1丁目 24-4155
15 土 日田石井町クリニック 大字石井 23-8123
16 日 聖陵花月クリニック 清水町 27-5050
17 月 こじかこどもクリニック 清岸寺町 28-8771
18 火 日野内科 天神町 23-6009
19 水 隈診療所 隈1丁目 22-0033
20 木 岩尾病院 淡窓2丁目 22-6161
21 金 新関内科医院 田島2丁目 24-3355
22 土 下飛田小児科 中央1丁目 24-1148
23 日 福田内科クリニック 大宮町 25-5188
24 月 福田医院 清岸寺町 22-1648
25 火 聖陵花月クリニック 清水町 27-5050
26 水 日田石井町クリニック 大字石井 23-8123
27 木 松浦クリニック 中央1丁目 24-4155
28 金 こじかこどもクリニック 清岸寺町 28-8771
29 土 日野内科 天神町 23-6009
30 日 新関内科医院 田島2丁目 24-3355
31 月 隈診療所 隈1丁目 22-0033

日 当番医 所在地 電話番号
 内科（急患に限ります。往診はしません）
2 松浦クリニック 中央1丁目 24-4155
9 福田医院 清岸寺町 22-1648

16 聖陵花月クリニック 清水町 27-5050
17 こじかこどもクリニック 清岸寺町 28-8771
23 福田内科クリニック 大宮町 25-5188
30 新関内科医院 田島2丁目 24-3355
 外科（急患に限ります。往診はしません）
2 秋吉病院 豆田町 23-0808
9 城谷病院 元町 23-6115

16 原病院 三本松2丁目 22-7151
17 大河原病院 隈2丁目 22-3131
23 五反田病院 若宮町 23-8386
30 若宮病院 南元町 22-7171
 歯科（来院前に電話が必要です。★印は午前9時～正午）
2 ★アップル歯科医院 亀川町 24-7710
9 内川歯科医院 元町 22-0320

16 おおくら歯科医院 本町 22-0222
17 武内歯科医院 元町 22-3034
23 ★石松朗歯科医院 丸山1丁目 24-3718
30 小野歯科医院 天瀬町赤岩 57-2102

● 当番医は救急医療のためのものですので、緊急でやむを
得ない場合に受診するようお願いします。

● 風邪症状などで軽症の人はできるだけ夜間・休日当番
医での受診を控え、平日の診療時間内に受診してください。

● 当番医は通常体制でないため、希望どおりの診療が困
難な場合があります。

７月の夜間当番医
（診療時間：午後７時～10時）

７月の日曜・祝日当番医
（診療時間：午前９時～午後５時）

健康いちばん
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※対象者には、受付時間等の詳細を個別に通知します。

乳幼児の健診

内容 対象 日 会場
７か月児健診 令和４年12月生まれ 26日㈬ 市役所７階　大会議室１歳６か月児健診 令和３年12月生まれ 11日㈫・12日㈬

３歳６か月児健診 令和2年1月生まれ 4日㈫ ウェルピア
5日㈬ 市役所７階　大会議室

７月の健康掲示板

栄養相談の日
管理栄養士に栄養や食事に関することを相談できます。
希望者は前日（平日のみ）までに下記にご予約ください。
6日㈭　13：00～15：00　ウェルピア

　健康保険課健康支援係では、女性特有の悩みを相談する「女性専用健康相談」や「こころの相談」も受け付けています。
個室の相談室で対応し、秘密は守られます（要予約）。

母子健康手帳の交付
毎週水・金曜日（祝日、年末年始を除く）
上記交付日以外、又は各振興局での交付希望者は、
こども家庭相談室☎㉒８２３０にお申し込みください。
９：00～16：00　こども家庭相談室（市役所１階）

今年度“がん検診”が無料で受診できます！

問健康保険課健康支援係☎㉔３０００ ℻㉔０３２１（ウェルピア内）

　国は、がん検診について効果がある項目（種類、検査項目、対象者）を定めており、市
では国の方針に基づき、がん検診を実施しています。
　がんは早期発見ができれば、より高い確率で治すことができます。自分自身や大事な
人が健康であるために、がん検診を受けることが大切です。
　今年度、１人でも多くの人に“がん検診”を受けてもらえるよう、以下の項目に該当する
人の自己負担を無料とします。是非この機会に自身、家族含め、がん健診を受けましょう。

※ 国の対象は40歳以上ですが、30歳代の女性についても乳がんのり患率（がんになる確率）が上昇傾向にあることから、
市では30歳以上（乳房超音波検査のみ）を対象としています。

種類 検査方法 対象者
胃がん健診 胃部エックス線撮影 40歳以上

子宮頸がん健診 子宮頸部細胞診 20歳以上
肺がん健診 胸部エックス線撮影 40歳以上
乳がん検診 乳房超音波検査もしくはマンモグラフィー 30歳以上（※）

大腸がん検診 便潜血検査 40歳以上

●国が推奨する項目及び年齢

　市が行う健康診査とは巡回健診、土日健診（公民館や体育館、日田検診センター）、指定
機関（市内医療機関、大分県厚生連健康管理センター）での受診を指します。受診方法、
日程については、広報ひた5月15日号に同封した「令和5年度健診ガイド（保存版）」又は市
ホームページ（右記二次元コード）をご確認ください。
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広報ひたは、資源保護のため植物油インキを
使用しています。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル 
デザインフォントを採用しています。

1301

とき ところ 問合せ
巡
回
相
談
会

身 体・知 的・
療育・精神に
関すること

3日㈪ 10:30～12:00 天瀬公民館　東渓分館

社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０

6日㈭ 10:30～12:00 上津江振興局
13:00～14:30 中津江振興局

21日㈮ 13:00～14:30 大山公民館
28日㈮ 10:30～12:00 前津江振興局

不動産市民相談室 3日㈪ 13:00～15:00 宅建日田支部 
（日田駅裏イエロービル２階）

宅地建物取引業協会日田支部
　 ☎㉔２１０３ ℻㉔４３２１

人権なんでも相談所 4日㈫ 10:00～15:00 大分地方法務局日田支局 大分地方法務局日田支局
☎㉒２７１９18日㈫

弁護士相談会 5日㈬ 13:00～17:00 ウェルピア１階　相談室 日田市社会福祉協議会
　 ☎㉔７０２６ ℻㉔３４５２

大分県交通事故相談
被害者・加 害者、人 身
事故・物損事故など

11日㈫ 10:30～15:00 大分県西部振興局 大分県西部振興局
　 ☎㉓２２００ ℻㉒３３９２

平日　　  ８:30～12:00
　　　　 13:00～17:00 大分県庁舎別館５階

大分県生活環境企画課
交通事故相談所
☎０９７- ５０６-２１６６

労働相談会 12日㈬ 10:00～12:30 日田商工会議所 大分県社会保険労務士会日田支部
　 ☎℻㉔２６３９

精神保健福祉相談
うつ病や認知症の本人や家族 13日㈭ 14:00～16:00 大分県西部保健所1階

（診察室）
大分県西部保健所
　 ☎㉓３１３３ ℻㉓３１３６

定例行政相談
官公庁に対する意見・
要望や悩みごとなど

14日㈮

10:00～12:00

前津江振興局
総務課行政係（３日以内窓口）
☎㉒８２３３

19日㈬ 天瀬公民館・上津江振興局
20日㈭ 大山・中津江振興局
25日㈫ 市役所7階　701会議室

子育てに関する相談 平日　　  ８:30～17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

市役所１階 こども家庭相談室こども家庭相談係
☎㉒８２３０

ウェルピア１階 健康保険課健康支援係
☎㉔３０００

里親に関する相談 平日　　  ９:30～16:00
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 市役所１階 こども家庭相談室こども家庭相談係

　 ☎㉒８２３０ ℻㉒８２５８

遺言等無料公証相談
平日　　   9:00～12:00
　　　　 13:00～17:00

（土・日曜日、祝日を除く）
日田公証役場 日田公証役場

　 ☎㉔６７５１ ℻㉔６７９１

司法書士相談会
相続・遺言など

第３土曜日13:00～16:00
（祝日、年末年始を除く）

大分県司法書士
総合相談センター
日田特設会場

大分県司法書士会
　 ☎０９７‐５３２‐７５７９
　 ℻０９７‐５３２‐３５６０

生活自立相談 平日　　  ８:30～17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

市役所１階
（南側出入口から入って右側）

ひた生活支援相談センター
☎㉒５２９９

消費生活に関する
相談

平日　　  ８:30～17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 市役所６階 日田市消費生活センター

☎㉒９３９３

6/26から予約受付

７月の無料相談      は事前予約が必要です。

登録はこちら▶
ひた防災メール

防災ラジオ

▲貸与申請はこちら

防災・危機管理課防災・危機管理係
☎㉒８３６３（市役所４階）

問
地方創生推進課シティセールス係☎㉒８６２７（市役所６階）問

① メニュー画面の「防災」
をタップし、「防災情報」
の画面を表示 

②  「位置情報から避難所
を調べる」をタップ

③ 「避難所を確認する」を
タップ→「はい」で位置情
報を送信→避難所を案内

友だち登録▶
位置情報から避難所を検索
日田市公式LINEの便利な機能

災害時

平常時
▲

▼


